
臨床研修医募集定員の決定方法について
【令和３年度に研修を開始する研修医から適用】

□ 厚労省からの通知事項

【大阪府の上限数設定】

・上限数の削減
R３年度から研修を開始する研修医の大阪府内病院の募集定員上限

【各都道府県募集定員の上限算出方法の見直し】

・募集定員の倍率
1.10倍 ⇒ 1.09倍

・上限の算出方法
研修希望者数✕ 1.09 ＋ R２年度研修開始分向けに都道府県が配りきれなかった上限と募集定員との差✕ 4/5

・都道府県調整枠
・府は、国が設定した上限の範囲内で、医師少数区域等における医師の数の状況、各病院の研修医の

受入実績、その他地域の実情等を勘案して、大阪府医療対策協議会の意見を踏まえ、病院ごとの定員
の算定方法をあらかじめ定め、当該定員を設定。

・府は、病院ごとの定員を定めるにあたっては、あらかじめ厚生労働大臣に研修医の募集定員のほか、
当該定員の算定方法を通知しなければならない。（医師法第16 条の３第５項）
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研修開始年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

募集定員 660 642 654 639 627(提示)

受入数 560 630 622 ー ー



➀基本となる数（人口又は医学部入学定員に応じた配分）
②地域枠（奨学金貸与者数に基づく配分）
③地理的条件等による加算（面積あたり医師数、離島人口、医師偏在状況等に応じた配分）

うち、医師少数区域の人口によって加算された配分
④激変緩和（前年度の採用保障のための調整※ ）
※ ➀～③の合計が前年度実績を下回った都道府県に対し、前年度実績を確保するための増減

参考：Ａの内訳

Ａ：臨床研修部会にて了承された配分可能数（ ６２７ ）
Ｂ：都道府県でAを配分した結果、やむを得ず一病院あたりの定員配布数が１となる場合、当該病院の募集定員数を

２に増加するための加算分（ただし、地域医療対策協議会において了承を得たものに限る。）

募集定員配分可能数 ＝ （ A ） ＋ （ B ）

□ 臨床研修定員上限の内訳

（ ５９１）
（ １６）
（ ２０）
（ ０）
（ ０）
（ ０）

＜大阪府の方針＞
・ 「①基本となる数」を機械配分し、それ以外を調査票や地域枠等に充てる。
・ R3研修開始分の配分案については、B枠を活用できる場合とできない場合の２案を提示する。
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各研修病院の募集定員設定方法

前年度
募集定員 希望できる上限値

３０人
定員増員実施

３０人

過去3年間
の受入実績
の最大値*1

21人
＋

医師派遣加算
9人

希望できる定員の総和 675人
基本となる数(仮上限) 562人

小・産加算
４人

２３人

30 ×562/675

２９人

前年度の募集
定員が30人

３１人

小・産加算
４人

１１人
１１人

過去3年間
の受入実績
の最大値*1

９人

11 × 562/675

９人

６３９人 ６７５人 ６２７人
前年度比-12

【大阪府激変緩和措置】 前年度募集定員からの原則、増減は±１人以内とする。
２年連続の増減はしない。
大阪府の上限数が前年度より増加する場合は、前年度マッチング実績を保障

【最終配分調整】 調整方法：大阪府医療対策協議会における協議（マッチング実績・指導体制・研修環境などを評価）をふまえ、調整を実施。
※１ 大阪府医療対策協議会の協議や病院との個別協議が別途ある場合は個別に定めることがある。
※２ 激変緩和措置は大阪府医療対策協議会における協議により適用しないことがある。

激変緩和措置①

２９人

９人 ９人

加
算

加
算

※派遣加算：13人まで

（12人）

（1人）

激変緩和措置②

小・産加算
４人

３

３１人

９人

６０３人
①大阪府ベース値

小・産加算
４人

マッチング
実績 29人

マッチング
実績 11人

前年度に募集
定員削減実施

(例１)大学病院

(例２)大学病院以外(評価点低)

機械配分

基本となる数を分配

機械配分
前年度±1以内
小産プログラム加算 2年連続増減なし

最終配分調整

大阪府ベース値の作成 調査票・地域枠等配分

実績等を反映

優先MC・B枠

優先マッチング

５８２人

前年度の募集
定員が30人

小・産加算
４人

最終配分
調整なし

激変緩和
措置なし

６２０人

591名ー(小産PG24名・
自治医3名・新規2名)



3/13 大阪府医療対策協議会
・最終配分調整

3月末 地域枠優先マッチング結果報告
・優先マッチングの受入病院 ⇒ 大阪府

3月末頃 病院間調整の協議結果の反映

4/15 調整後の各病院定員の通知
・大阪府 ⇒ 厚労省

4/30以降 調整後の各病院定員の通知
・大阪府 ⇒ 臨床研修病院

【地域枠優先マッチングの導入(R2)】
キャリア形成プログラムに同意した地域枠学生等は優先的にマッチングを受ける制度
・地域枠学生等と臨床研修病院は１次マッチング開始前に面接等を実施できる
・面接等の結果を踏まえて府に申請のあった臨床研修病院に募集定員を定数化して加算する

【留意点】
・優先的な受け入れを調整できた分を別枠で定数化する。

□ 今後のスケジュール予定

４


